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 重要事項説明書 

 「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ゆうしゃいん」 

 

 

 

  

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを提供します。事

業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明

します。 

◇◆目次◆◇ 

 

１．事業者                               １   

２．事業所の概要                            ２ 

３．事業実施地域及び営業時間                      ２ 

４．職員の配置状況                           ２ 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金                ３ 

６．苦情の受付について（契約書第 19 条参照)               10 

７．介護・医療連携推進会議の設置                    11 

８．主治医（医療機関等）との連携                    11 

９．守秘義務                              13 

10．事故発生時の対応                          13 

11．高齢者虐待防止のための措置                     13 

12．衛生管理の徹底                           13 

13．鍵の預りについて                          13 

14．その他留意事項                           13 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対

象となります。 

 

１．事業者 

（１）法人名    社会福祉法人 優輝福祉会 

（２）法人所在地  広島県三次市吉舎町吉舎６０６番地 

（３）電話番号   ０８２４－４３―３１２１ 

（４）代表者氏名  理事長 森重 利夫 

（５）設立年月   平成 2 年 12 月 13 日 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

（三次市指定第 3491900191 号） 

（庄原市指定第 3491900191 号） 
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２．事業所の概要 

（１）事業所の種類  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

平成２５年５月１日指定 三次市指定 第 3491900191 号 

令和３年１０月１日指定 庄原市指定 第 3491900191 号 

（２）事業所の目的  要介護状態の利用者が尊厳を保持し、可能な限り居宅において、 

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、 

定期的な巡回又は、随時通報により居宅を訪問し、入浴・排泄・ 

食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応をすることで安心して 

居宅生活を送ることができるようにするための援助を行うととも 

に、その療養生活を支援し、心身の機能維持回復を目的とします。 

（３）事業所の名称  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ゆうしゃいん 

（４）事業所の所在地 広島県三次市吉舎町吉舎６０６   

（５）電話番号    ０８２４－４３－３１１０ 

（６）管理者氏名   名切 千秋 

（７）当事業所の運営方針 住み慣れた地域で、尊厳と個別性が尊重された生活を継続するこ 

とができるよう要介護高齢者の日常生活を支えるために適切なア 

セスメントとマネジメントを行い、それに基づいた定期巡回サー 

ビス、随時対応サービス、随時訪問サービス及び随時看護サービ 

スを柔軟に組み合わせ、包括的かつ継続的にサービスを提供する 

ことをめざします。 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域   三次市 

旧庄原市・総領町（その他の地域は要相談） 

（２）営業日及び営業時間   （通報受付及び定期巡回・随時対応サービス提供） 

                    ３６５日   ２４時間 

（３）対象者          要介護１～要介護５ 

 

４．職員の配置状況 

 当事業所では、ご契約者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス

を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

 

<主な職種の配置状況>                   令和６年４月１日現在 

従事者の職種 人数 職務の内容 

1．管理者 １名（常勤） 事業の管理・調整 

2．看護職員等 ７名以上 訪問看護業務・医務業務 

3．オペレーター １２名以上 随時対応・通報時の相談業務 

4．計画作成責任者 １名 サービスの調整・相談業務 

5．訪問介護員等 ２５名 定期巡回・随時対応時の介護業務 
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<主な職種の勤務体制> 

１．管理者 主に 8:30～17:00（公休日：8 日/月） 訪問介護員を兼務 

２．看護職員等 

主に 8:30～17:00（公休日：8 日/月） 

業務の状況によっては早出・遅出にて配置 

早出(7:00～15:30)遅出(11:00～19:30) 

常勤換算により 2.5以

上の配置 

３．オペレーター 
日中時間は看護職員が兼務 

夜間時間はケアハウス吉舎夜勤職員が対応 

常勤職員配置 

24 時間 365 日通報を

受ける体制を確保 

４．計画作成責任者 

主に 8:30～17:00（公休日：8 日/月） 

業務の状況によっては早出・遅出にて配置 

早出(7:00～15:30)遅出(11:00～19:30) 

看護職員、訪問介護員

を兼務 

５．訪問介護職員等 

定期巡回職員として常勤１名配置 

業務の状況により定期巡回、随時対応がで

きる訪問介護員等を配置（24 時間 365 日）   

常勤職員配置 

通報を受け連携をと

れる体制を確保 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業者が提供するサービスについて、以下の２つの場合があります。 

（１） 介護保険の給付の対象となるサービス 

（２） 介護保険の給付対象とならないサービス 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照） 

 以下のサービスについては、利用料金の９割又は一定以上の所得がある 65 才以上の被保

険者については、所得に応じて 8 割もしくは 7 割が介護保険から給付され、利用者負担は

費用全体の１割～3 割の金額になります。サービスの概要のア～エについて具体的にそれぞ

れどのような頻度、内容で実施するかについては、ご契約者と協議の上、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護計画に定めます。  

 

<サービスの概要> 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを提供するにあたり、利用者居宅にはタッチ

ホン型ＴＶ電話を配置。必要に応じて画面を見ながら連絡を取り合い、利用者の身体状況や

その利用者が置かれている環境をオペレーターが確認判断できるための情報集積通信機器

を設置しています。又、情報集積通信機器等にて集約された情報を基に三次庄原圏域にある

次の５ヶ所の福祉拠点が情報・状況の共有を図り、連携をとりながら随時訪問等を的確に対

応出来る体制を確保しています。 

※タッチホン型テレビ電話は任意での設置となります（別紙説明書参照）。随時の対応が

できる環境がある場合には、設置の必要はありません 

 

 （連携福祉施設拠点） 

三次圏域 

     特定施設入居者生活介護事業所 ケアハウス吉舎 

小規模多機能型居宅介護事業所 藤原別荘 
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小規模多機能型居宅介護事業所 三良坂 

小規模多機能型居宅介護事業所 ゆうしゃいん塩町 

小規模多機能型居宅介護事業所 ゆうしゃいん三次 

 

   庄原圏域 

     特別養護老人ホーム ユーシャイン 

     地域密着型小規模特別養護老人ホーム ゆうしゃいん庄原 

     小規模多機能型居宅介護事業所 ゆうしゃいん庄原 

     

 

ア 定期巡回サービス 

   定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者が安心してその居宅におい

て生活を送るために必要な介護・援助を行う。 

・身体介護とそれに付随する生活援助 

・安否確認 

・健康チェック 

・見守り 

・服薬確認     等 

 

イ 随時対応サービス 

随時対応訪問を適切に行うためのオペレーターを２４時間常時配置。計画作成責任

者及び定期巡回サービスを行う訪問介護員と密接に連携し、利用者の心身の状況、その

置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び

助言を行うものとする。又、通報を受け随時訪問の必要性の要否を判断します。 

     ・通報による相談援助 

     ・随時訪問サービス提供調整 

     ・医療機関への通報     等 

 

ウ 随時訪問サービス 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づいた訪問サービス及び利用者からの

随時の連絡に迅速に対応し、必要に応じた介護・援助を行う。 

・身体介護とそれに付随する生活援助 

・安否確認 

・健康チェック 

・見守り 

・服薬確認     等 
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 エ 訪問看護サービス 

主治医の指示に基づき常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の 

的確な把握に努め、利用者の心身の機能の維持回復を図れるよう妥当適切な看護サー

ビスを提供する。加えて適切な指導等を行うものとする。 

 ※主治医の指示（指示書）のもと 

  ・服薬の指導や管理 

 ・褥瘡の予防や手当て 

  ・たんの吸引 

  ・点滴・栄養チューブ・カテーテル・酸素吸入などの管理 

 ・家族への介護・看護方法のアドバイスや相談     等 

 

＊ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画作成の際は、看護職員による定期的なアセスメ

ント及びモニタリングを実施します。 

 

<サービスの利用料金> 

 定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービス、訪問看護サービスのすべ

てを含んだ一月単位の包括費用の額となります。但し、訪問看護サービスを行わない場

合と行った場合及び※准看護師が行った場合の費用は以下の通りとなります。 

 

 ◆保険給付による基本料金 （１月につき） 

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護費：（Ⅰ）一体型】（１ヶ月あたり）※1 割負担の場合 

 ※訪問看護サービスを行わない場合 

□要介護１      ５，４４６単位（円） 

□要介護２      ９，７２０単位（円） 

□要介護３     １６，１４０単位（円） 

□要介護４     ２０，４１７単位（円） 

□要介護５     ２４，６９２単位（円）  

※訪問看護サービスを行った場合            （※准看護師の場合） 

   □要介護１      ７，９４６単位（円）   ※７，７８７単位（円） 

   □要介護２     １２，４１３単位（円）  ※１２，１６５単位（円） 

   □要介護３     １８，９４８単位（円）  ※１８，５６９単位（円） 

   □要介護４     ２３，３５８単位（円）  ※２２，８９０単位（円） 

   □要介護５     ２８，２９８単位（円）  ※２７，７３２単位（円） 
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【定期巡回・随時対応型訪問介護看護費：（Ⅰ）一体型】（１ヶ月あたり）※2 割負担の場合 

 ※訪問看護サービスを行わない場合 

□要介護１     １０，８９２単位（円） 

□要介護２     １９，４４０単位（円） 

□要介護３     ３２，２８０単位（円） 

□要介護４     ４０，８３４単位（円） 

□要介護５     ４９，３８４単位（円）  

※訪問看護サービスを行った場合            （※准看護師の場合） 

   □要介護１     １５，８９２単位（円）  ※１５，５７４単位（円） 

   □要介護２     ２４，８２６単位（円）  ※２４，３３０単位（円） 

   □要介護３     ３７，８９６単位（円）  ※３７，１３８単位（円） 

   □要介護４     ４６，７１６単位（円）  ※４５，７８０単位（円） 

   □要介護５     ５６，５９６単位（円）  ※５５，４６４単位（円） 

 

 

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護費：（Ⅰ）一体型】（１ヶ月あたり）※3 割負担の場合 

 ※訪問看護サービスを行わない場合 

□要介護１     １６，３３８単位（円） 

□要介護２     ２９，１６０単位（円） 

□要介護３     ４８，４２０単位（円） 

□要介護４     ６１，２５１単位（円） 

□要介護５     ７４，０７６単位（円）  

※訪問看護サービスを行った場合            （※准看護師の場合） 

   □要介護１     ２３，８３８単位（円）  ※２３，３６１単位（円） 

   □要介護２     ３７，２３９単位（円）  ※３６，４９５単位（円） 

   □要介護３     ５６，８４４単位（円）  ※５５，７０７単位（円） 

   □要介護４     ７０，０７４単位（円）  ※６８，６７０単位（円） 

   □要介護５     ８４，８９４単位（円）  ※８３，１９６単位（円） 

 

 

 

事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合  基本単価 －６００単位 

 

 

通所介護、通所リハビリテーション又は認知症対応型通所介護等を利用する場合は   

通所介護等を利用した日数に、１日あたり次に揚げる単位数を乗じて得た単位数を所 

定数を所定単位数から減算します。 
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    ※訪問看護サービスを行わない場合            ※1 割負担の場合 

□要介護１            ６２単位（円） 

□要介護２           １１１単位（円） 

□要介護３           １８４単位（円） 

□要介護４           ２３３単位（円） 

□要介護５           ２８１単位（円） 

※訪問看護サービスを行った場合 

□要介護１            ９１単位（円） 

□要介護２           １４１単位（円） 

□要介護３           ２１６単位（円） 

□要介護４           ２６６単位（円） 

□要介護５           ３２２単位（円） 

 

 

    ※訪問看護サービスを行わない場合            ※２割負担の場合 

□要介護１           １２４単位（円） 

□要介護２           ２２２単位（円） 

□要介護３           ３６８単位（円） 

□要介護４           ４６６単位（円） 

□要介護５           ５６２単位（円） 

※訪問看護サービスを行った場合 

□要介護１           １８２単位（円） 

□要介護２           ２８２単位（円） 

□要介護３           ４３２単位（円） 

□要介護４           ５３２単位（円） 

□要介護５           ６４４単位（円） 

 

※訪問看護サービスを行わない場合            ※３割負担の場合 

□要介護１           １８６単位（円） 

□要介護２           ３３３単位（円） 

□要介護３           ５５２単位（円） 

□要介護４           ６９９単位（円） 

□要介護５           ８４３単位（円） 

※訪問看護サービスを行った場合 

□要介護１           ２７３単位（円） 

□要介護２           ４２３単位（円） 

□要介護３           ６４８単位（円） 

□要介護４           ７９８単位（円） 

□要介護５           ９６６単位（円） 
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   短期入所生活介護等、短期入所系サービスを利用した場合、当該月の日数から当該 

月の短期入所系サービスの利用日数（退所日を除く）を減じて得た日数に日割り単価 

を乗じて得た単位数が当該月の所定単位となります。 

 

 

◆保険給付による加算料金 （１月につき） 

加算名 算定要件 
1 割負担

の場合 

2 割負担

の場合 

3 割負担

の場合 

□初期加算 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に登録してから

起算して３０日間に限り加算 

30 単位

（円） 

※1 日に

つき 

60 単位

（円） 

※1 日に

つき 

90 単位

（円） 

※1 日に

つき 

□退院時共同指導加算 

退院後に円滑に訪問看護サービスが提供さ 

れるよう、入院時に看護師等が在宅での療養上必要

な指導を行った場合に加算 

600 単位

（円） 

1200 単位

（円） 
1800 単位

（円） 

□総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ） 

※区分支給限度額対象外 

利用者の状況に応じて随時計画を見直し、地域との

交流を図っている場合に加算 
1,200 単

位（円） 

2,400 単

位（円） 

3,600 単

位（円） 

□緊急時訪問看護加算（Ⅰ） 

利用者の同意を得て、24時間連絡できる体制があり、

計画訪問以外の緊急時訪問を行う場合に加算 325 単位 

（円） 

650 単位 

（円） 

975 単位 

（円） 

 

 

□特別管理加算 

 
※区分支給限度額対象外 

訪問看護サービスにつき、特別な管理を必要とする

者について加算 

※厚生労働大臣が定める状態 

(Ⅰ)気管ｶﾆｭｰﾚ･留置ｶﾃｰﾃﾙ等、使用状態の場合  

(Ⅱ)人工肛門、在宅酸素療法指導管理、点滴の週 3 回

以上必要等、の状態の場合 

（ Ⅰ ）

500 単位

（円） 

（ Ⅱ ）

250 単位

（円） 

（ Ⅰ ）

1000 単

位（円） 

（ Ⅱ ）

500 単位

（円） 

（ Ⅰ ）

1500 単

位（円） 

（ Ⅱ ）

750 単位

（円） 

□ターミナルケア加算 
※区分支給限度額対象外 

死亡日及び死亡日前１４日以内に２回（医療保険利

用時は１回）以上ターミナルケアを実施した場合に

加算 

2,500 単

位（円） 

※死亡月 

5,000 単

位（円） 

※死亡月 

7,500 単

位（円） 

※死亡月 

□介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

※区分支給限度額対象外 

◎１月あたりの総単位数×加算率(22.4%)単位（円） 

(※１月あたりの総単位数とは基本サービス費に各種加算減算を加えたもの) 

 

＊ 月ごとの包括料金ですので、契約者の定期巡回サービス、随時訪問サービス等の利用実

態が定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、

又は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に定めた期日よりも多かった場合であって

も、日割りでの割引または増額はいたしません。 

＊ 月途中からの利用開始又は月途中での利用終了の場合には、所定単位数を日割り計算

して得た単位数を算定します。登録した場合または月途中から登録を終了した場合には、

登録した期間に応じて日割りにした料金をお支払いいただきます。 

＊ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを算定している間は、当該利用者に係る、 

 他の訪問サービス系に係る訪問介護費は算定致しません。 

＊ 保険給付の請求のための証明書の交付 

 ご契約者がまだ要介護認定を受けていない（介護保険適用を受けない）場合には、サー

ビス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負

担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画及

び定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画が作成されていない場合も償還払いとなりま

す。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載
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した「サービス提供証明書」を交付します。 

＊保険料滞納等により市（三次市・庄原市等）から保険給付金が直接事業者に支払われない

場合があります。その場合は、一旦１月当たりの利用料の全額をお支払頂き「サービス提

供証明書」を発行致します。後日、最寄りの市の介護保険係りの窓口に「サービス提供証

明書」を提出しますと、差額（９割若しくは 8 割相当）の払い戻しを受ける事が出来ま

す。 

＊ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担 

額を変更します。 
 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第 5 条参照） 

  以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金> 

ア 通信費   □別紙、 ※通信費に係る取扱い事項 参照 

 イ 死後処置料 □10,000 円 ※ご自宅を訪問して、死後の処置を看護師が行った場合 

＊ その他の日常生活上必要と思われるもので利用者が負担することが適宜なものについ 

ては実費負担となります。 
 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 5 条参照） 

・料金・費用は、次の通りお支払い下さい。 

・１か月ごとに計算し、請求しますので、翌月２０日までに下記の方法でお支払い下

さい。 

 

□ 金融機関口座からの口座振替 

 

   ご利用できる金融機関：郵便局、ＪＡ、広島みどり信用金庫 

 

□ 当事業所が指定する口座への現金振込み 

 
 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第６条参照） 

＊ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスは、居宅サービス計画及び定期巡回・随時

対応型訪問介護看護計画に定められた内容を基本としつつ、契約者の日々の様態、希望等

を勘案し、適時適切に定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービス及び訪問

看護サービスを柔軟に組み合わせて介護及び看護を提供するものです。 

＊ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスは他の通所介護、通所リハビリテーション

等サービスを併用にて利用できます。サービスの変更・追加につきまして申し出てくださ

い。 

＊ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご契約者の希望

する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能期間又は日時をご契約者に提

示して協議します。 

 

（５）定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画について 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスは、利用者の一人ひとりの人格を尊重し、 
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可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことでき 

るよう定期的な巡回又は、随時通報により居宅を訪問して提供する入浴・排泄・食事等介

護、日常生活上の緊急時の対応、により安心して居宅生活を送ることができるようにする

ための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能維持回復をめざすもので

す。 

事業者は、ご契約者の状況に合わせて適切なサービスを提供するために、ご契約者と協

議の上で定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を定め、またその実施状況を評価します。

計画の内容及び評価結果等は書面に記載してご契約者に説明の上交付します。 

 

６．苦情・虐待の受付について（契約書第 18 条参照） 

（１）当事業所における苦情・虐待の受付 

当事業所における苦情・虐待等のご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情・虐待受付窓口（担当者） 

  電話（０８２４）４３－３１１０  FAX（０８２４）４３－３３３５ 

   ［解決責任者］ 管理者   名切 千秋 

   ［窓口担当者］ 係 長   眞田 昌子  

  受付時間   毎週月曜日～土曜日     ８：３０～１７：００ 

 ○第三者委員 

  上杉千恵美 電話番号（０８２４－７３－０５５９）歌手 

奥  易之 電話番号（０８２４－８８－２５４８）無職 

宮崎 文隆 電話番号（０８２４－６６－２３１７）団体役員 

 

（２）行政機関その他苦情・虐待受付機関 

三次市福祉保健部高齢者福祉課 

介護保険係 

所 在 地 三次市十日市中二丁目８番１号 

ご利用時間 平日 午前８時３０分～午後５時１５分 

ご利用方法 電話 ０８２４－６２－６３８７ 

      FAX ０８２４－６２－６２８５ 

庄原市高齢者福祉課 

介護保険係 

所 在 地 庄原市中本町一丁目１０－１ 

ご利用時間 平日 午前８時３０分～午後５時１５分 

ご利用方法 電話 ０８２４－７３－１１６７ 

      FAX ０８２４－７５－０２４５ 

広島県国民健康保険団体連合会  

（国保連）介護保険係 

所 在 地 広島市中区東白島町１９番４９号国保会館 

ご利用時間 平日 午前８時３０分～午後５時３０分 

ご利用方法 電話 ０８２－５５４－０７８３ 

      FAX ０８２－５１１－９１２６ 

広島県社会福祉協議会 

所 在 地 広島市南区比治山本町１２－２ 

ご利用時間 平日午前８時３０分～午後５時 

ご利用方法 電話０８２－２５４－３４１１ 

 

７．介護・医療連携推進会議の設置 

当事業所では、地域包括ケアの推進を図り介護・看護の連携を強化する必要性から定

期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの提供状況について定期的に報告し、その内

容等についての評価、要望、助言を受けることはもとより、地域への情報公開等を適切
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に行う観点から、下記の通り介護・医療連携推進会議を設置致します。 

〈介護・医療連携推進会議〉 

構 成：利用者、利用者の家族、地域の医療関係者、地域住民、市町の職員、地域

包括支援センターの職員等、） 

開 催 おおむね６ヶ月に１回以上開催 

内 容 運営状況等について協議・報告・評価 （会議録にて報告） 

 

８．主治医（医療機関等）との連携及び緊急時の対応 

（１） 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを提供する上で、看護師等は主治の

医師の指示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理を行うと

同時に、サービス提供にあたって主治の医師との密接な連携を図ることに努めま

す。 

（２） 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを提供する上で、主治の医師がとり

わけいない場合、及びご契約者の希望により、以下の協力医療機関において診療や

入院治療を受けることができます。（但し、以下の医療機関での優先的な診療・入

院治療を保証するものではありません。また、以下の医療機関での診療・入院治療

を義務づけるものでもありません。） 

当事業所では、各利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変、その他、

緊急事態等が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又は以下の協

力医療機関及びバックアップ施設と連携を取りながら適切な措置を講ずることに

努めます。 

 

①協力医療機関 

医療機関の名称 庄原赤十字病院 

所在地 広島県庄原市西本町２丁目７－１０ 

電話番号 ０８２４－７２－３１１１ 

診療科 内科、循環器内科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、    

泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科 

  

医療機関の名称 市立三次中央病院 

所在地 広島県三次市東酒屋町１０５３１番地 

電話番号 ０８２４―６５－０１０１ 

診療科 消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、緩和ケア内科、

糖尿病・内分泌内科、外科、整形外科、脳神経外科 

皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、歯科口腔外科 

リハビリテーション科、放射線治療科、放射線診断科 

 

②協力歯科医療機関 

医療機関の名称 金子歯科医院 

所在地 広島県三次市吉舎町三玉５０８－１ 

電話番号 ０８２４－４３－２１７１ 

 

③介護老人福祉施設 （※バックアップ施設） 

介護老人福祉 ケアハウス吉舎 
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施設の名称 

所在地 広島県三次市吉舎町吉舎６０６番地 

電話番号 ０８２４－４３－３１１０ 

 

介護老人福祉 

施設の名称 

特別養護老人ホームユーシャイン 

所在地 広島県庄原市総領町中領家４７６番地 

電話番号 ０８２４－８８－３０００ 

 

④緊急時の対応方法 

利用者の主治医又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。 

また緊急連絡先に連絡いたします。 

利用者の主

治医 

主治医名 
 

医療機関の名称 
 

所在地 
 

電話番号 
 

緊急連絡先

① 

氏    名 
 

本人との続柄 
 

住    所 
 

電話番号 
 

携帯電話番号 
 

その他連絡先 
 

緊急連絡先

② 

氏    名 
 

本人との続柄 
 

住    所 
 

電話番号 
 

携帯電話番号 
 

その他連絡先 
 

 

９．守秘義務 

  事業者及び従事者は、サービスを提供する上で知り得た利用者又はその家族等に関す

る情報を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も

継続します。但し、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者

に関する心身等の情報を提供できるものとします。 
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10．事故発生時の対応 

  利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。事故が発生した場合はその原因を解明

し、再発を防ぐ為の対策を講じます。事業者はサービスの実施に伴って、自己の責に帰す

べき事由により利用者に与えた損害について賠償する責任を負います。但し、利用者に故

意又は過失が認められる場合には、この限りではありません。 

 

11．高齢者虐待防止のための措置 

事業所は虐待防止に関する責任者を設置、従業者に対する虐待防止啓発のための定期

的な研修実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備、自治体における

虐待防止に関する相談窓口の周知、虐待防止のための措置を講じるように努めます。 

 

12．衛生管理の徹底 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護に使用する備品等は清潔を保持するため、業務開始

前、終了時の日々の清潔・消毒を施す等、常に衛生管理に留意します。 

 

13．鍵の預りについて 

１）随時訪問サービス又は定期巡回サービスを実施する上で、居宅への入室方法を確保

するために必要に応じて鍵をお預り致します。 

２）鍵をお預りする際には、「鍵預り証」を発行します。 

３）お預りした鍵は当事業所で責任をもって保管・管理致しますが、万が一紛失した際

には当事業所の費用負担により弁償致します。 

４）契約者より鍵返却の求めがある都度、及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護サー

ビスが終了となった時点で「鍵預り証」と引換えに速やかに鍵を返却します。 

  ＊ 鍵の取り扱いにつきましては、上記内容等を記した当事業所が定める「鍵預りに関

するマニュアル」に従って適切な対応致します。 

 

14．その他留意事項 

  １）サービス利用の際は介護保険被保険者証の提示を求め、被保険者資格、要介護認 

定とその期間等について確認することをご了解ください。 

２）定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの提供において看護師及び訪問介護員

等がその勤務中常に身分証明書を携行し、利用者又は家族から求められたときは、身

分証明書を提示致します。 

  ３）定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの提供において原則、金銭管理・預 

金通帳・印鑑等をお預かりすることは致しません。成年後見人制度や地域福祉権利 

擁護事業を紹介致しますので、それらの制度を利用して下さい。 

  ４）訪問介護員等及び看護師等が訪問時、贈り物や飲食等のもてなしは、事業所とし 

て受けないこととしています。ご遠慮させて頂きます。 

  ５）禁止行為 

次に掲げる行為は、適切にサービスを提供する妨げとなりますので、禁止行為とさ
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せていただきます。 

  ・職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為） 

  ・職員に対する精神的暴力（人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、お

としめたりする行為） 

  ・職員に対するセクシャルハラスメント（性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性

的ないやがらせ行為） 
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令和    年    月    日 

 

 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重

要事項の説明を行いました。 

 

 

  事 業 者 名  社会福祉法人 優輝福祉会 

  事業者住所  広島県三次市吉舎町吉舎６０６番地 

事 業 所 名  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ゆうしゃいん 

        

代表者氏名  理事長  森重 利夫    印 

       

 

 

説明者 職 名 

          

氏 名                 印 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護サービスの提供開始に同意しました。 

 

令和    年    月    日 

 

利用者   住 所 

 

         氏 名                  印 

 

 

利用者家族 住 所 

 

         氏 名                   印 

 

                 （続柄：           ） 

 

 

この重要事項説明書は、厚労省令第 34 号（平成 18 年 3 月 14 日）第 88 条により準用する

第 9 条の規定に基づき、利用申込者またはその家族への重要事項説明のために作成したも

のです。 

 


